
～『子ども・子育て支援金制度』が始まっています～

○子ども・子育て支援納付金分の保険税額モデルケース
家族構成 収　　入 医療・後期・介護分

（年 額）
子ども・子育て分
（年 額）

単身70歳 年金収入150万円  18,800円 　600円

単身30歳 給与収入300万円 239,300円 6,700円

夫婦40歳
子ども小学生２人

夫の給与収入400万円
妻の給与収入 90万円 484,400円 9,900円

夫婦70歳 夫の年金収入250万円
妻の年金収入 60万円 182,300円 5,300円

○令和８年度国民健康保険税額の計算方法

区分 ①医療給付費分
②介護納付金分

（40歳以上65歳未満の加入者
がいる場合に算定）

③後期高齢者
　支援金等分

④子ども・子育て
支援納付金分

所得割
（Ａ）

各加入者の課税標準額
（令和７年中の所得
－43万円）の合計額

×8.4％

40歳以上65歳未満の各加入者
の課税標準額

（令和７年中の所得－43万円）
の合計額×2.1％

各加入者の課税標準額
（令和７年中の所得
－43万円）の合計額

×2.7％

各加入者の課税標準額
（令和７年中の所得
－43万円）の合計額

×0.29％
均等割
（Ｂ）

世帯の加入者数
×23,000円

40歳以上65歳未満の
加入者数×8,700円

世帯の加入者数×
7,600円

18歳以上の加入者数
×1,100円

平等割
（Ｃ）

25,000円
（１世帯当たりの定額）

4,800円
（１世帯当たりの定額）

7,300円
（１世帯当たりの定額）

1,000円
（１世帯当たりの定額）

合計
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝

①の納付額
（課税限度額67万円）

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝
②の納付額

（課税限度額17万円）

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝
③の納付額

（課税限度額26万円）

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝
④の納付額

（課税限度額３万円）

問い合わせ　国民健康保険グループ（☎�１７７１）

国民健康保険に加入している皆さんへ

令和８年度の国民健康保険税の納税通知書は、６月中旬に送付します。

　『子ども・子育て支援金制度』は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・
連帯の仕組みです。
　令和８年度から『子ども・子育て支援金』の徴収が開始され、国民健康保険や後期高齢者医療
制度を含む、全ての医療保険の保険料（税）から負担していただきます。支援金は、少子化対策
を推進するため、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付など、さまざまな
施策に充てられます。
　詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください。

▲�市公式ウェ
ブサイト
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https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025121100024/

